
 線量（mSv）

64,842 10,215 2,438 733 196 81 42 29 78,576 (87.0)

4,123 1,282 559 251 108 60 20 9 6,412 (7.1)

1,592 444 165 83 31 15 8 1 2,339 (2.6)

884 213 66 35 15 12 1 4 1,230 (1.4)

573 113 26 4 3 5 1 0 725 (0.8)

340 58 12 3 2 1 1 0 417 (0.5)

202 56 5 1 0 0 0 0 264 (0.3)

200 31 3 0 0 0 0 0 234 (0.3)

108 10 1 0 0 0 0 0 119 (0.1)

1 0 0 0 0 0 0 0 1 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

72,865 12,422 3,275 1,110 355 174 73 43

(80.7) (13.8) (3.6) (1.2) (0.4) (0.2) (0.1) (0.0)

［表の見方］
・

・

３年間関係
事業所数

１３．放射線業務従事者の３年間の関係事業所数及び経過線量［令和３年度～５年度］

　例えば、表における線量5を超え10以下の３年間関係事業所数４「８３」という値は、令和３年度から５年度の３年
間に４ヶ所の事業所で放射線業務を行い、その線量が5mSvを超え10mSv以下であった者が８３人であったことを示しま
す。

1.4 1.7 1.02.2 3.1 2.51.0
（mSv)

平均線量

（％）

1.3 1.8

　放射線業務従事者の線量限度は、５年間につき100mSv及び１年間につき50mSv。なお、５年間は平成１３年４月１日
以後５年毎に区分した各期間。

放射線業務従事者数（人数）

(%)　合計人数8以上7654

(100.0)

 100を超える

 90を超え100以下　

 80を超え90以下　

 60を超え70以下

合計人数

321

 50を超え60以下　

90,317

 70を超え80以下

 1を超え5以下　

 5を超え10以下　

 15を超え20以下

 1以下　

 30を超え40以下

 20を超え25以下　

 40を超え50以下

 25を超え30以下　

 10を超え15以下


